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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが所有するユーザ端末装置を一意的に識別可能な端末識別情報と、前記ユーザ端
末装置を所有するユーザを識別可能なユーザ識別情報と、前記ユーザにより購入された電
子切符の内容を示す少なくとも日時指定情報、列車指定情報および座席指定情報を含んだ
電子切符データと、をそれぞれ対応づけて記憶する記憶部、通信ネットワークを介して通
信が可能な第１通信部、ならびに、制御処理を行う第１制御部を備えた証明データ管理装
置と、
　前記証明データ管理装置と通信ネットワークを介して通信可能な第２通信部、制御処理
を行う第２制御部、および、第１表示部を備えた前記ユーザ端末装置と、
　前記証明データ管理装置と通信ネットワークを介して通信可能な第３通信部、外部から
指示信号を入力する入力部、制御処理を行う第３制御部、および、第２表示部を備えた認
証用端末装置と、
　からなるシステムによって実行される検札支援方法であって、
　前記認証用端末装置の前記第３制御部が、外部から前記入力部を介して少なくとも列車
と座席とを特定する入力を行わせる入力ステップと、
　前記認証用端末装置の前記第３制御部が、前記入力ステップで入力された少なくとも列
車と座席とにより特定される電子切符データの確認要求信号を、前記第３通信部を介して
前記証明データ管理装置に送信する要求信号送信ステップと、
　前記証明データ管理装置の前記第１制御部が、前記第１通信部を介して前記電子切符デ
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ータの確認要求信号を受信した場合に、前記記憶部の中から該当する電子切符データを検
索する検索ステップと、
　前記証明データ管理装置の前記第１制御部が、前記検索ステップにより該当する電子切
符データが見つかった場合に、当該電子切符データに対応づけられた前記端末識別情報に
基づき、当該端末識別情報により識別されるユーザ端末装置へ、検札用の識別情報が付加
された電子切符データを送信する送信ステップと、
　前記ユーザ端末装置の前記第２制御部が、前記検札用の識別情報が付加された電子切符
データを前記証明データ管理装置から受信した場合に、この電子切符データと前記識別情
報とを前記第１表示部に出力する表示ステップと、
　を含むことを特徴とする検札支援方法。
【請求項２】
　前記証明データ管理装置の前記第１制御部が、前記検索ステップにより該当する電子切
符データが見つかった場合に、前記検札用の識別情報を前記認証用端末装置にも送信する
検札用送信ステップと、
　前記認証用端末装置の前記第３制御部が、前記検札用の識別情報を前記証明データ管理
装置から受信した場合に、当該識別情報を第２表示部に出力する検札用表示ステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１記載の検札支援方法。
【請求項３】
　前記認証用端末装置の前記第３制御部が、前記要求信号送信ステップの後に、外部から
前記入力部を介して電子切符データの確認を示す入力を可能とする確認入力ステップと、
　前記認証用端末装置の前記第３制御部が、前記確認入力ステップにより切符データの確
認を示す入力があった場合に、前記第３通信部を介して電子切符データの確認を示す確認
信号を前記証明データ管理装置に送信する確認送信ステップと、
　前記証明データ管理装置の前記第１制御部が、前記確認信号を受信した場合に、前記記
憶部の中の該当する前記電子切符データに対応させて確認済みを示すフラグをセットする
確認処理ステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１記載の検札支援方法。
【請求項４】
　前記認証用端末装置の前記第３制御部が、外部から前記入力部を介して列車の車両と号
車とを特定する入力を行わせる第２入力ステップと、
　前記認証用端末装置の前記第３制御部が、前記第２入力ステップで入力された列車の車
両と号車に係る特定信号を、前記第３通信部を介して前記証明データ管理装置に送信する
特定信号送信手段と、
　前記証明データ管理装置の前記第１制御部が、前記第１通信部を介して前記特定信号を
受信した場合に、前記記憶部の中から前記特定信号により特定される複数の電子切符デー
タを検索する第２検索ステップと、
　前記証明データ管理装置の前記第１制御部が、前記第２検索ステップにより見つけられ
た前記複数の電子切符データにそれぞれ対応づけられた前記端末識別情報に基づき、当該
端末識別情報により識別される複数のユーザ端末装置へ、検札用の識別情報が付加された
電子切符データを送信する第２送信ステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１記載の検札支援方法。
【請求項５】
　ユーザが所有するユーザ端末装置を一意的に識別可能な端末識別情報と、前記ユーザ端
末装置を所有するユーザを識別可能なユーザ識別情報と、前記ユーザにより購入された電
子切符の内容を示す少なくとも日時指定情報、列車指定情報および座席指定情報を含んだ
電子切符データと、をそれぞれ対応づけて記憶する記憶部、および、通信ネットワークを
介して通信が可能な第１通信部を備えた証明データ管理装置と、
　前記証明データ管理装置と通信ネットワークを介して通信可能な第２通信部、および、
第１表示部を備えた前記ユーザ端末装置と、
　前記証明データ管理装置と通信ネットワークを介して通信可能な第３通信部、外部から
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指示信号を入力する入力部、および、第２表示部を備えた認証用端末装置と、
　からなる検札支援システムであって、
　前記認証用端末装置は、
　外部から前記入力部を介して少なくとも列車と座席とを特定する情報の入力を行わせる
特定情報入力手段と、
　前記特定情報入力手段により外部から情報が入力された場合に、入力された列車の情報
と座席の情報により特定される電子切符データの確認要求信号を、前記第３通信部を介し
て前記証明データ管理装置に送信する要求信号送信手段と、
　を備え、
　前記証明データ管理装置は、
　前記第１通信部を介して前記電子切符データの確認要求信号を受信した場合に、前記記
憶部の中から該当する電子切符データを検索する検索手段と、
　前記検索手段により該当する電子切符データが見つかった場合に、当該電子切符データ
に対応づけられた前記端末識別情報に基づき、当該端末識別情報により識別されるユーザ
端末装置へ、検札用の識別情報が付加された電子切符データを送信する電子切符送信手段
と、
　を備え、
　前記ユーザ端末装置は、
　前記検索用の識別情報が付加された電子切符データを前記証明データ管理装置から受信
した場合に、この電子切符データと前記識別情報とを前記第１表示部に出力する表示制御
手段と、
　を備えていることを特徴とする検札支援システム。
【請求項６】
　前記証明データ管理装置は、
　前記検索手段により該当する電子切符データが見つかった場合に、前記検札用の識別情
報を前記認証用端末装置にも送信する検札用送信手段を備え、
　前記認証用端末装置は、
　前記検札用の識別情報を前記証明データ管理装置から受信した場合に、当該識別情報を
前記第２表示部に出力する検札用表示制御手段を備えていることを特徴とする請求項５記
載の検札支援システム。
【請求項７】
　前記認証用端末装置は、
　前記要求信号送信手段により前記電子切符データの確認要求信号を送信した後に、外部
から前記入力部を介して電子切符データの確認を示す入力を可能とする確認入力手段と、
　前記確認入力手段により切符データの確認を示す入力があった場合に、前記第３通信部
を介して電子切符データの確認を示す確認信号を前記証明データ管理装置に送信する確認
送信手段と、
　を備え、
　前記証明データ管理装置は、
　前記確認信号を受信した場合に、前記記憶部の中の該当する前記電子切符データに対応
させて確認済みを示すフラグをセットする確認処理手段を備えていることを特徴とする請
求項５記載の検札支援システム。
【請求項８】
　前記認証用端末装置は、
　外部から前記入力部を介して列車の車両と号車とを特定する入力を行わせる第２入力手
段と、
　前記第２入力手段により外部から情報が入力された場合に、入力された列車の車両と号
車に係る特定信号を、前記第３通信部を介して前記証明データ管理装置に送信する特定信
号送信手段と、
　を備え、
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　前記証明データ管理装置は、
　前記第１通信部を介して前記特定信号を受信した場合に、前記記憶部の中から前記特定
信号により特定される複数の電子切符データを検索する第２検索手段と、
　前記第２検索手段により見つけられた前記複数の電子切符データにそれぞれ対応づけら
れた前記端末識別情報に基づき、前記端末識別情報により識別される複数のユーザ端末装
置へ、検札用の識別情報が付加された電子切符データを送信する第２送信手段と、
　を備えていることを特徴とする請求項５記載の検札支援システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ユーザに係る一定事項を証明するための検札支援方法および検札支援システ
ムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、金銭の支払い済み証明や契約内容等、一定の事項（以下、「対象事項」という。）
を証明する場合、書面等の実体的な媒体（以下、「証明書面」という。）によりその内容
を証明する方法が一般的である。例えば、鉄道等の交通機関において、利用客が出発地か
ら目的地までの運賃を支払った場合、その区間の料金を支払った証明として、切符（チケ
ット）が発行される。利用客は、交通機関の利用に際し、運賃を支払い済みであることの
証明として、証明書面となる切符（チケット）を提示することで自らがその交通機関を利
用する権利を有することを証明する。
【０００３】
また、近年、切符購入の事実や予め支払われた金額（予納金額）を磁気カードあるいはＩ
Ｃカード等の実体的な記録媒体に記録し、その記録媒体に記録された内容を読み取り装置
により読み取ることで、運賃支払い済みの事実や予納金額の残高等、対象事項を証明する
方法が利用されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これら証明書面や記録媒体による証明方法においては、切符等の証明書面
や磁気カード等の記録媒体を所持していなければ、対象事項を証明することができない。
したがって、利用者は、ネットワークを介して切符の予約をした場合等に、交通機関の窓
口で切符を受け取ったり、磁気カードに記録したりする等の必要がある。また、利用者は
、対象事項を証明する場合、切符等の証明書面や磁気カード等の記録媒体を常に携帯する
必要がある。したがって、これらを紛失した場合等には、対象事項を証明することができ
なくなり、切符購入の事実等が無効となる。
【０００５】
本発明の課題は、金銭の支払い済み証明や契約内容等の一定事項を、証明書面や記録媒体
等を用いずに、容易かつ確実に証明することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　請求項１記載の発明は、ユーザが所有するユーザ端末装置（例えば、図１の端末装置２
００）を一意的に識別可能な端末識別情報（例えば、図３の端末識別番号）と、前記ユー
ザ端末装置を所有するユーザを識別可能なユーザ識別情報（例えば、図３のユーザ識別番
号）と、前記ユーザにより購入された電子切符の内容を示す少なくとも日時指定情報、列
車指定情報および座席指定情報を含んだ電子切符データと、をそれぞれ対応づけて記憶す
る記憶部、通信ネットワークを介して通信が可能な第１通信部、ならびに、制御処理を行
う第１制御部を備えた証明データ管理装置（例えば、図１のサーバ１００）と、前記証明
データ管理装置と通信ネットワークを介して通信可能な第２通信部、制御処理を行う第２
制御部、および、第１表示部を備えた前記ユーザ端末装置と、前記証明データ管理装置と
通信ネットワークを介して通信可能な第３通信部、外部から指示信号を入力する入力部、
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制御処理を行う第３制御部、および、第２表示部を備えた認証用端末装置とからなるシス
テムによって実行される検札支援方法であって、前記認証用端末装置の前記第３制御部が
、外部から前記入力部を介して少なくとも列車と座席とを特定する入力を行わせる入力ス
テップと、前記認証用端末装置の前記第３制御部が、前記入力ステップで入力された少な
くとも列車と座席とにより特定される電子切符データの確認要求信号を、前記第３通信部
を介して前記証明データ管理装置に送信する要求信号送信ステップと、前記証明データ管
理装置の前記第１制御部が、前記第１通信部を介して前記電子切符データの確認要求信号
を受信した場合に、前記記憶部の中から該当する電子切符データを検索する検索ステップ
と、前記証明データ管理装置の前記第１制御部が、前記検索ステップにより該当する電子
切符データが見つかった場合に、当該電子切符データに対応づけられた前記端末識別情報
に基づき、当該端末識別情報により識別されるユーザ端末装置へ、検札用の識別情報が付
加された電子切符データを送信する送信ステップと、前記ユーザ端末装置の前記第２制御
部が、前記検札用の識別情報が付加された電子切符データを前記証明データ管理装置から
受信した場合に、この電子切符データと前記識別情報とを前記第１表示部に出力する表示
ステップとを含むことを特徴としている。
【０００７】
　また、請求項５記載の発明は、ユーザが所有するユーザ端末装置を一意的に識別可能な
端末識別情報と、前記ユーザ端末装置を所有するユーザを識別可能なユーザ識別情報と、
前記ユーザにより購入された電子切符の内容を示す少なくとも日時指定情報、列車指定情
報および座席指定情報を含んだ電子切符データと、をそれぞれ対応づけて記憶する記憶部
、および、通信ネットワークを介して通信が可能な第１通信部を備えた証明データ管理装
置と、前記証明データ管理装置と通信ネットワークを介して通信可能な第２通信部、およ
び、第１表示部を備えた前記ユーザ端末装置と、前記証明データ管理装置と通信ネットワ
ークを介して通信可能な第３通信部、外部から指示信号を入力する入力部、および、第２
表示部を備えた認証用端末装置とからなる検札支援システムであって、前記認証用端末装
置は、外部から前記入力部を介して少なくとも列車と座席とを特定する情報の入力を行わ
せる特定情報入力手段と、前記特定情報入力手段により外部から情報が入力された場合に
、入力された列車の情報と座席の情報により特定される電子切符データの確認要求信号を
、前記第３通信部を介して前記証明データ管理装置に送信する要求信号送信手段とを備え
、前記証明データ管理装置は、前記第１通信部を介して前記電子切符データの確認要求信
号を受信した場合に、前記記憶部の中から該当する電子切符データを検索する検索手段と
、前記検索手段により該当する電子切符データが見つかった場合に、当該電子切符データ
に対応づけられた前記端末識別情報に基づき、当該端末識別情報により識別されるユーザ
端末装置へ、検札用の識別情報が付加された電子切符データを送信する電子切符送信手段
とを備え、前記ユーザ端末装置は、前記検索用の識別情報が付加された電子切符データを
前記証明データ管理装置から受信した場合に、この電子切符データと前記識別情報とを前
記第１表示部に出力する表示制御手段とを備えていることを特徴としている。
【０００９】
ここで、証明データ管理装置は、物理的に１台の装置として構成されている必要はなく、
いわゆる情報処理システムといった複数の装置（サーバ）から構成されるシステムの形態
であってもよいし、そのようなシステムの一部として機能するものであってもよい。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載の検札支援方法において、前記証明データ管理装
置の前記第１制御部が、前記検索ステップにより該当する電子切符データが見つかった場
合に、前記検札用の識別情報を前記認証用端末装置にも送信する検札用送信ステップと、
前記認証用端末装置の前記第３制御部が、前記検札用の識別情報を前記証明データ管理装
置から受信した場合に、当該識別情報を第２表示部に出力する検札用表示ステップとを含
むことを特徴としている。
【００１１】
　また、請求項６記載の発明は、請求項５記載の検札支援システムにおいて、前記証明デ
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ータ管理装置は、前記検索手段により該当する電子切符データが見つかった場合に、前記
検札用の識別情報を前記認証用端末装置にも送信する検札用送信手段を備え、前記認証用
端末装置は、前記検札用の識別情報を前記証明データ管理装置から受信した場合に、当該
識別情報を前記第２表示部に出力する検札用表示制御手段を備えていることを特徴として
いる。
【００１３】
　請求項３記載の発明は、請求項１記載の検札支援方法において、前記認証用端末装置の
前記第３制御部が、前記要求信号送信ステップの後に、外部から前記入力部を介して電子
切符データの確認を示す入力を可能とする確認入力ステップと、前記認証用端末装置の前
記第３制御部が、前記確認入力ステップにより切符データの確認を示す入力があった場合
に、前記第３通信部を介して電子切符データの確認を示す確認信号を前記証明データ管理
装置に送信する確認送信ステップと、前記証明データ管理装置の前記第１制御部が、前記
確認信号を受信した場合に、前記記憶部の中の該当する前記電子切符データに対応させて
確認済みを示すフラグをセットする確認処理ステップとを含むことを特徴としている。
【００１４】
　また、請求項７記載の発明は、請求項５記載の検札支援システムにおいて、前記認証用
端末装置は、前記要求信号送信手段により前記電子切符データの確認要求信号を送信した
後に、外部から前記入力部を介して電子切符データの確認を示す入力を可能とする確認入
力手段と、前記確認入力手段により切符データの確認を示す入力があった場合に、前記第
３通信部を介して電子切符データの確認を示す確認信号を前記証明データ管理装置に送信
する確認送信手段とを備え、前記証明データ管理装置は、前記確認信号を受信した場合に
、前記記憶部の中の該当する前記電子切符データに対応させて確認済みを示すフラグをセ
ットする確認処理手段を備えたことを特徴としている。
【００１６】
　請求項４記載の発明は、請求項１記載の検札支援方法において、前記認証用端末装置の
前記第３制御部が、外部から前記入力部を介して列車の車両と号車とを特定する入力を行
わせる第２入力ステップと、前記認証用端末装置の前記第３制御部が、前記第２入力ステ
ップで入力された列車の車両と号車に係る特定信号を、前記第３通信部を介して前記証明
データ管理装置に送信する特定信号送信手段と、前記証明データ管理装置の前記第１制御
部が、前記第１通信部を介して前記特定信号を受信した場合に、前記記憶部の中から前記
特定信号により特定される複数の電子切符データを検索する第２検索ステップと、前記証
明データ管理装置の前記第１制御部が、前記第２検索ステップにより見つけられた前記複
数の電子切符データにそれぞれ対応づけられた前記端末識別情報に基づき、当該端末識別
情報により識別される複数のユーザ端末装置へ、検札用の識別情報が付加された電子切符
データを送信する第２送信ステップとを含むことを特徴としている。
【００１９】
　また、請求項８記載の発明は、請求項５記載の検札支援システムにおいて、前記認証用
端末装置は、外部から前記入力部を介して列車の車両と号車とを特定する入力を行わせる
第２入力手段と、前記第２入力手段により外部から情報が入力された場合に、入力された
列車の車両と号車に係る特定信号を、前記第３通信部を介して前記証明データ管理装置に
送信する特定信号送信手段とを備え、前記証明データ管理装置は、前記第１通信部を介し
て前記特定信号を受信した場合に、前記記憶部の中から前記特定信号により特定される複
数の電子切符データを検索する第２検索手段と、前記第２検索手段により見つけられた前
記複数の電子切符データにそれぞれ対応づけられた前記端末識別情報に基づき、前記端末
識別情報により識別される複数のユーザ端末装置へ、検札用の識別情報が付加された電子
切符データを送信する第２送信手段とを備えていることを特徴としている。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して本発明を適用した電子切符システムの実施の形態を詳細に説明する。
尚、本発明が適用できるものはこれに限られるものではない。
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【００２４】
まず、構成を説明する。
図１は、本発明を適用した電子切符システム１のシステム構成図である。
図１において、電子切符システム１は、サーバ１００と端末装置２００とから構成される
。
【００２５】
サーバ１００は、切符購入の事実を証明するためのデータ（以下、「切符データ」という
。）を管理し、必要に応じて切符データを適切な端末装置２００に送信する。また、サー
バ１００は、携帯電話システム等のネットワークを介して本システムの端末装置２００と
接続される他、公衆ネットワーク（インターネット等）を介して外部端末装置（ＰＣ：Pe
rsonal Computer等）と接続される。尚、説明を簡明にするため、サーバ１００には、切
符の予約状況を管理する切符予約システム及びそのためのデータベースの機能が含まれる
こととして説明するが、この切符予約システムおよびデータベースを、部外のシステムと
して構成してよいことは勿論である。また、この切符予約システムの機能に関しては周知
のものであって、本発明の特徴部分ではないため、説明を省略する。
【００２６】
また、サーバ１００は、所定の電気通信回線を介して部外の決済システムと接続される。
そして、端末装置２００から切符の購入指示があった場合には、サーバ１００は、切符予
約システムの機能に基づいて、切符の予約確認及び購入に係る処理を行い、切符データを
新たに作成・管理する。また、切符購入に係る料金決済を、この決済システムに指示する
。尚、この決済システムは、クレジットカードやデビットカード等を利用した周知の決済
システムである。
【００２７】
端末装置２００は、携帯電話２００ａや携帯情報端末（ＰＤＡ：Personal Digital Assis
tants）２００ｂ等の携帯型の端末装置である。なお、端末装置２００は、電話番号や個
体番号等によって、その端末装置を一意に識別できる携帯型の端末装置であればよいが、
以下、適宜、携帯電話２００ａを例に挙げて説明する。
【００２８】
初めに、サーバ１００の構成について説明する。
図２は、サーバ１００の内部構成を示す図である。図２において、サーバ１００は、入力
部１１０、制御部１２０、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３０、記憶部１４０、通信
部１５０、ＶＲＡＭ（Video Random Access Memory）１６０および表示部１７０から構成
される。
【００２９】
入力部１１０は、カーソルキーや数字入力キー等を備えたキーボード及びマウス等のポイ
ンティングデバイスを含み、キーボードにおいて押下されたキーの押下信号やマウスの位
置信号を制御部１２０に出力する。
【００３０】
制御部１２０は、このサーバ全体を制御するもので、入力部１１０から入力される各種の
指示信号に従って、記憶部１４０に記憶された各種処理に関するフローを読み出して実行
する。また、制御部１２０は、通信部１５０を介して、後述する切符データの発行要求や
確認要求を受信した場合、切符データ発行処理や切符データ確認処理に関するフローを記
憶部１４０から読み出して実行する。そして、制御部１２０は、各種フローを実行した処
理結果を記憶部１４０やＲＡＭ１３０の所定の領域に格納したり、表示部１７０に表示さ
せたりする。
【００３１】
ＲＡＭ１３０は、各種データを記憶するもので、制御部１２０により実行される各種処理
において生成された各種データを一時的に格納するワークメモリ１３１を有する。
【００３２】
記憶部１４０は、フラッシュＲＯＭ等の不揮発性の半導体メモリで構成される。この記憶
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部１４０は、切符データ発行処理や切符データ確認処理に関するフローおよびサーバの制
御のための各種処理に関するフローを記憶する。また、記憶部１４０は、切符データ発行
処理において作成された切符データを格納する切符データテーブル１４１を記憶する。ま
た、記憶部１４０には、切符予約システムのためのデータベースが記憶されている。
【００３３】
図３は、切符データテーブル１４１のデータ構成を示す図である。
図３において、切符データテーブル１４１は、端末装置２００それぞれを一意に識別する
端末識別番号（端末装置２００の個体番号（より具体的には、例えば、ネットワークカー
ドを利用する端末の場合には、そのネットワークカードのＭＡＣアドレス等）や電話番号
等）と、切符データの作成要求を行ったユーザを識別するユーザ識別番号と、各切符デー
タを識別するためのデータ識別番号および切符発行の事実内容を示す切符データとを含む
複数のレコード（以下、各レコードを「切符データレコード」と言う。）から構成される
。切符データレコードは、各切符データが作成される毎（切符が発行される毎）に生成さ
れ、切符データテーブル１４１に追加される。また、切符データレコードは、制御部１２
０によって、その切符データレコードに含まれる切符データの内容が利用客により実行さ
れたと判断された場合には削除される。
【００３４】
通信部１５０は、携帯電話システムのネットワーク（以下、「携帯電話ネットワーク」と
言う。）やインターネット等の公衆ネットワークに接続され、携帯電話ネットワークを介
して、携帯電話システムの基地局Ａと接続される。また、通信部１５０は、制御信号、音
声信号、画像信号及び文字信号等を変調及び復調する変調／復調回路（図示せず）を有し
ている。そして、通信部１５０は、制御部１２０からの制御信号に従って、各種信号や切
符データ等の各種データを変調し、上記ネットワークを介して送信すると共に上記ネット
ワークを介して受信した各種信号や各種データを復調する。さらに、通信部１５０は、こ
の復調した信号を制御部１２０に供給する。
【００３５】
ＶＲＡＭ１６０は、表示部１７０で表示される表示データを格納するビデオメモリである
。
表示部１７０は、例えばドットマトリクスタイプのカラー液晶表示セルもしくはＣＲＴ（
Cathode Ray Tube）等からなり、ＶＲＡＭに格納された各種データを表示する。
【００３６】
次に、携帯電話２００ａの構成について説明する。
図４は、携帯電話２００ａの外観構成を示す図である。図４に示す様に、携帯電話２００
ａには、筐体（機器ケース）２０１の前面に多数の押釦スイッチ（以下、ボタンと呼ぶ。
）が配置されている。これらのボタンは、通話をする際にオンフック状態にするオンボタ
ン、回線の接続を断つオフボタン、携帯電話２００ａに備えられた機能メニューを表示さ
せるためのボタン（「メニュー」ボタン）、種々の機能を呼び出し、実行させる各種の機
能ボタン（「電話帳」ボタン、「留守」ボタン等）、表示部２７０に表示されたカーソル
（ポインタ）を移動させるための移動ボタンおよび発信先の電話番号や文字、記号を入力
するための各種番号ボタン等から構成される。
【００３７】
筐体２０１の上部には伸縮可能なアンテナ２０４が設けられる。更に、裏面には、携帯電
話２００ａの動作に必要な電力を供給する充電パック等の電源部及び電源スイッチ（図示
略）を有する。
【００３８】
また、表示部２７０は、例えばドットマトリクスタイプのカラー液晶表示セルもしくはＥ
Ｌ（エレクトロルミネッスンス）表示部材からなり、更に、筐体２０１の上下端部夫々の
内部には、スピーカ２０２、マイク２０３を備える。これらの各構成部分は、筐体２０１
内部に収納された図示しない基板上の電子回路に接続され、後述する制御部２２０により
集中制御される。
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【００３９】
図５は、携帯電話２００ａの内部構成を示す図である。図５において、携帯電話２００ａ
は、入力部２１０、制御部２２０、ＲＡＭ２３０、記憶部２４０、通信部２５０、ＶＲＡ
Ｍ２６０、表示部２７０、音声制御部２８０、スピーカ２０２およびマイク２０３から構
成される。
【００４０】
なお、図５において、入力部２１０、ＲＡＭ２３０、通信部２５０、ＶＲＡＭ２６０の構
成は、サーバ１００の各部の構成と同様であるため説明を省略し、制御部２２０、記憶部
２４０および音声制御部２８０について説明する。
【００４１】
制御部２２０は、携帯電話２００ａ全体を制御するもので、入力部２１０から入力される
各種の指示信号に従って、記憶部２４０に記憶された各種処理に関するフローを読み出し
て実行する。そして、制御部２２０は、各種フローを実行した処理結果を記憶部２４０や
ＲＡＭ２３０の所定の領域に格納したり、表示部２７０に表示させたりする。また、制御
部２２０は、通信部２５０を介して、切符データを受信した場合、その切符データの内容
を表示部２７０に表示する。
【００４２】
記憶部２４０は、フラッシュＲＯＭ等の不揮発性の半導体メモリで構成される。この記憶
部２４０は、切符データ発行要求処理や切符データ確認要求処理に関するフローおよび携
帯電話２００ａの制御のための各種処理に関するフローを記憶する。また、記憶部２４０
は、サーバ１００から切符データを受信した場合、その切符データを記憶する。
【００４３】
音声制御部２８０は、通信部２５０によって復調された音声信号をスピーカ２０２に送り
発音させる。
【００４４】
次に、動作を説明する。
まず、サーバ１００が実行する処理について、図６および図７を参照して説明する。
【００４５】
図６は、サーバ１００の制御部１２０が実行する切符データ発行処理を示すフローチャー
トである。切符データ発行処理は、サーバ１００が、携帯電話２００ａ等の端末装置２０
０から切符データ作成要求信号を受信した場合に、制御部１２０が実行する処理である。
【００４６】
制御部１２０は、サーバ１００の電源投入時より、常時、切符データ発行処理プログラム
を起動しており、通信部１５０から切符の購入要求を含む切符データ作成要求信号が入力
されると（ステップＳ１０１）、切符データ作成要求信号の内容に基づいて、その内容に
適合する切符データを作成する。即ち、制御部１２０は、切符データ作成要求の内容に示
された出発地から目的地まで、切符データ作成要求を送信した利用者が、当該区間の切符
を購入した事実を証明するための切符データを作成する（ステップＳ１０２）。
【００４７】
ここで、切符データ作成要求信号は、端末装置２００からサーバ１００に送信する場合の
他、外部端末装置から送信することとしてもよい。
なお、この切符データには、出発地から目的地までに関する情報の他、必要に応じて、日
時、列車および座席の指定等の情報が含まれる。また、利用者が切符データ作成要求信号
を送信し、切符を購入する場合、決済についてはクレジットカードを利用するものとする
。即ち、切符を購入する際に、利用者は切符データ作成要求信号と共にクレジットカード
番号をサーバ１００に送信することによって、クレジットカードにより料金の支払いを行
う。
【００４８】
但し、本方式では切符を購入する際に逐次サーバ１００にクレジットカード番号を送信す
る必要があるため、データの安全上次のように構成してもよい。即ち、電子切符システム
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１を利用する際には、予めサーバ１００に、端末識別番号と、ユーザ識別番号と、クレジ
ットカード番号とを登録しておき、パスワード等の確認によって、当該クレジットカード
による決済を、決済システムに行わせることとしてもよい。また、クレジットカードの他
、デビットカード方式の銀行口座番号であってもよい。
【００４９】
次いで、制御部１２０は、切符データ作成要求信号を送信した端末装置２００に、作成し
た切符データを送信する（ステップＳ１０３）。なお、利用者が切符データ作成要求信号
を外部端末装置から送信した場合、制御部１２０は、作成した切符データをその外部端末
装置あるいは切符データ作成要求信号によって指定された端末装置２００に送信すること
としてもよい。
【００５０】
次いで、制御部１２０は、端末装置２００から送信される、作成した切符データの内容が
適切か否かについて確認するための信号（以下、「確認信号」と言う。）の受信待機状態
に入る（ステップＳ１０４）。そして、制御部１２０は、確認信号を受信すると（ステッ
プＳ１０５）、その確認信号の内容について判定を行う（ステップＳ１０６）。
【００５１】
ステップＳ１０６において、確認信号が切符データの内容を了承しない旨の信号（以下、
「非了承信号」と言う。）であると判定した場合、制御部１２０は、端末装置２００に切
符データ作成要求信号の再送信を要求する信号（以下、「再送信要求信号」と言う。）を
送信し（ステップＳ１０７）、ステップＳ１０１に移行する。
【００５２】
また、ステップＳ１０６において、確認信号が切符データの内容を了承する旨の信号（以
下、「了承信号」と言う。）であると判定した場合、制御部１２０は、その切符データを
端末装置２００の端末識別番号と対応づけて切符データレコードを生成し、この切符デー
タレコードを切符データテーブル１４１に格納する（ステップＳ１０８）。
【００５３】
次いで、制御部１２０は、切符データ発行処理の終了が指示されたか否かの判定を行う（
ステップＳ１０９）。そして、切符データ発行処理の終了が指示されていないと判定した
場合、制御部１２０は、ステップＳ１０１に移行し、切符データ発行処理の終了が指示さ
れたと判定した場合、切符データ発行処理を終了する。
【００５４】
次に、切符データ確認処理について、図７を参照して説明する。
図７は、制御部１２０が実行する切符データ確認処理を示すフローチャートである。切符
データ確認処理は、サーバ１００が携帯電話２００ａ等の端末装置２００から切符データ
確認要求信号を受信した場合に、制御部１２０が実行する処理である。
【００５５】
制御部１２０は、サーバ１００の電源投入時より、常時、切符データ確認処理プログラム
を起動しており、通信部１５０から切符データ確認要求信号が入力されると（ステップＳ
２０１）、切符データテーブル１４１において、切符データ確認要求信号の内容に適合す
る切符データレコードの検索を開始する（ステップＳ２０２）。
【００５６】
そして、制御部１２０は、切符データレコード１４１中に、切符データ確認要求信号に適
合する切符データレコードが存在するか否かの判定を行う（ステップＳ２０２）。
【００５７】
ステップＳ２０２において、切符データテーブル１４１中に、切符データ確認要求信号に
適合する切符データレコードが存在しないと判定した場合、制御部１２０は、確認要求さ
れた切符データは存在しない旨のメッセージを端末装置２００に送信し（ステップＳ２０
４）、ステップＳ２０１に移行する。また、切符データ確認要求信号に適合する切符デー
タレコードが存在すると判定した場合、制御部１２０は、その切符データレコードの内容
を端末装置２００に送信する（ステップＳ２０５）。なお、このとき、切符データレコー
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ドは、切符データ確認要求信号を送信した端末装置２００に送信する場合の他、切符デー
タ確認要求信号によって指定された端末装置２００に送信することとしてもよい。
【００５８】
ステップＳ２０５の後、制御部１２０は、切符データ確認処理の終了が指示されたか否か
の判定を行う（ステップＳ２０６）。そして、切符データ確認処理の終了が指示されてい
ないと判定した場合、ステップＳ２０１に移行し、切符データ確認処理の終了が指示され
たと判定した場合、切符データ確認処理を終了する。
【００５９】
続いて、端末装置２００が実行する処理について、図８および図９を参照して説明する。
【００６０】
図８は、端末装置２００の制御部２２０が実行する切符データ発行要求処理を示すフロー
チャートである。切符データ発行要求処理は、端末装置２００のユーザが、切符を購入す
るため、端末装置２００に切符データ発行要求処理の実行を指示入力した場合に、端末装
置２００の制御部２２０が実行する処理である。
【００６１】
端末装置２００のユーザによって、切符データ発行要求処理の実行が指示入力されると、
制御部２２０は、切符の購入内容を入力するための切符データ入力画面を表示する（ステ
ップＳ３０１）。
【００６２】
そして、ユーザによって、切符の購入内容（以下、「発行要求内容」と言う。）が入力さ
れると（ステップＳ３０２）、制御部２２０は、ユーザに、発行要求内容を確定するか否
かの選択入力を促す画面表示を行う（ステップＳ３０３）。
【００６３】
次いで、ユーザによって、発行要求内容を確定するか否かが選択入力されると（ステップ
Ｓ３０４）、制御部２２０は、選択入力された内容の判定を行う（ステップＳ３０５）。
【００６４】
ステップＳ３０５において、発行要求内容を確定しない旨の入力が行われたと判定した場
合には、制御部２２０は、ステップＳ３０１に移行し、発行要求内容を確定する旨の入力
が行われたと判定した場合には、その発行要求内容を切符データ発行要求信号としてサー
バ１００に送信する（ステップＳ３０６）。
【００６５】
次いで、制御部２２０は、サーバ１００から送信される切符データの受信待機状態に入る
と共に、受信待機中である旨の画面表示を行う（ステップＳ３０７）。そして、サーバ１
００から切符データを受信すると（ステップＳ３０８）、制御部２２０は、受信した切符
データの内容表示および表示された切符データの内容を確定するか否かについての選択入
力を促す画面表示を行う（ステップＳ３０９）。
【００６６】
続いて、ユーザによって、表示された切符データの内容を確定するか否かが選択入力され
ると（ステップＳ３１０）、制御部２２０は、選択入力された内容の判定を行う（ステッ
プＳ３１１）。
【００６７】
ステップＳ３１１において、制御部２２０は、切符データを確定しない旨の選択入力が行
われたと判定した場合、サーバ１００に対し、非了承信号を送信し（ステップＳ３１２）
、サーバ１００から折り返し送信される再送信要求信号を受信した後（ステップＳ３１３
）、ステップＳ３０１に移行する。
【００６８】
また、ステップＳ３１１において、制御部２２０は、切符データを確定する旨の選択入力
が行われたと判定した場合、サーバ１００に対し、了承信号を送信し（ステップＳ３１４
）、切符データ発行要求処理の終了が指示されたか否かの判定を行う（ステップＳ３１５
）。そして、切符データ発行要求処理の終了が指示されていないと判定した場合、ステッ
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プＳ３０１に移行し、切符データ発行要求処理の終了が指示されたと判定した場合、切符
データ発行要求処理を終了する。
【００６９】
次に、切符データ確認要求処理について、図９を参照して説明する。
図９は、制御部２２０が実行する切符データ確認要求処理を示すフローチャートである。
切符データ確認要求処理は、端末装置２００のユーザあるいは車掌等が、切符データの内
容を確認するため（例えば、改札や検札の時）、端末装置２００に切符データ確認要求処
理の実行を指示入力した場合に、端末装置２００の制御部２２０が実行する処理である。
なお、車掌等、特別の権限を有する者が切符データの内容を確認する場合、端末装置２０
０として、切符データ確認要求を送信するための専用端末装置（以下、「確認用端末装置
」と言う。）を使用することとしてもよい。確認用端末装置は、任意の端末装置２００に
対して発行された切符データについて、切符データの確認（所定の端末装置２００あるい
は確認用端末装置に対する切符データの送信）や変更が可能である。
【００７０】
端末装置２００のユーザあるいは車掌等によって、切符データ確認要求処理の実行が指示
入力されると、制御部２２０は、その端末装置２００に対して発行された切符データ（購
入されている切符）の中から、切符データ確認要求に係る切符データの特定入力を促す画
面表示を行う（ステップＳ４０１）。
【００７１】
なお、切符データの特定に際しては、切符データ発行時にサーバ１００から端末装置２０
０に送信される切符データのデータ識別番号および日付等を端末装置２００が記憶してお
き、これらを一覧表示してユーザに特定させることとしたり、また、切符データ確認要求
処理の起動時に、端末装置２００からサーバ１００にその端末装置２００に関する切符デ
ータのデータ識別番号および日付等を一括して送信し、これらを一覧表示して、その中か
らユーザに特定させることとしてもよい。
また、車掌が切符データの確認を行う場合等、確認する切符データが初めから特定されて
いる場合には、データ識別番号を直接、サーバ１００に送信することにより、切符データ
を特定することとしてもよい。
【００７２】
次いで、ユーザによって、切符データの特定入力が行われると（ステップＳ４０２）、制
御部２２０は、サーバ１００に対し、その切符データについて切符データ確認要求信号を
送信する（ステップＳ４０３）。
【００７３】
そして、制御部２２０は、切符データ受信待機状態に入ると共に、受信待機中である旨の
画面表示を行う（ステップＳ４０４）。
【００７４】
続いて、制御部２２０は、サーバ１００から切符データを受信すると（ステップＳ４０５
）、受信した切符データの内容を表示する（ステップＳ４０６）。なお、車掌が、検札の
ために、確認用端末装置によって切符データの内容を確認する場合、ステップＳ４０６の
表示が行われたことを確認した後、確認用端末装置から確認信号をサーバ１００に送信す
ることによって、サーバ１００に記憶された切符データに確認済みを示すフラグをセット
し、切符データの内容が遂行済みであることを識別することとしてもよい。即ち、このフ
ラグがセットされている状態は、紙片に印刷された切符にはさみが入れられた（改札ある
いは検札された）状態を意味する。
【００７５】
次いで、制御部２２０は、切符データ確認要求処理の終了が指示されたか否かの判定を行
う（ステップＳ４０７）。そして、切符データ確認要求処理の終了が指示されていないと
判定した場合、制御部２２０は、ステップＳ４０１に移行し、切符データ確認要求処理の
終了が指示されたと判定した場合、切符データ確認要求処理を終了する。
【００７６】
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次に、切符データ確認要求処理の変形例となる、検札処理について、図１０を参照して説
明する。検札処理は、車掌が、端末装置２００と同様の機能を有する、切符データ確認要
求を送信するための専用端末装置（以下、「確認用端末装置」と言う。）を利用して、号
車毎に検札を行うための処理である。
【００７７】
まず、確認用端末装置の制御部は、検札する車両およびその号車の特定入力を促す画面表
示を行う（ステップＳ５０１）。そして、車掌が、車両および号車を特定入力すると（ス
テップＳ５０２）、制御部は、サーバ１００に対し、車両および号車に係る特定信号を送
信する（ステップＳ５０３）。サーバ１００においては、この車両および号車に該当する
座席を指定している切符データが特定され、その切符データに対応するそれぞれの端末装
置２００に、検札用の識別情報が付加された切符データが送信される。ここに、検札用の
識別情報とは、例えば、検札の日時や検札番号、検札用の特殊画像といった、検札のＩＤ
となるものであって、検札によって切符データが送信されたことを識別するためのもので
ある。この検札用の識別情報により、切符データの真偽を判別することができる。
【００７８】
次いで、車掌は、当該号車内の検札を開始する（ステップＳ５０４）。即ち、利用客の端
末装置２００には、切符データが送信されているため、車掌は、利用客の端末装置２００
に受信された切符データを肉眼で確認することにより検札を行う。この際、車掌は、切符
データの内容のみならず、検札用の識別情報が付された切符データであるか否かをも確認
することによって、切符データの真偽を判別する。具体的には、サーバ１００が、確認用
端末装置に対しても検札用の識別情報を送信することにより、車掌側の端末装置における
識別情報と、利用客側の端末装置における識別情報とを対比するといった方法が考えられ
る。確認できた場合（ステップＳ５０５）、車掌は、確認用端末装置から、当該座席の特
定情報を含む確認信号をサーバ１００に送信することによって（ステップＳ５０６）、サ
ーバ１００に記憶された切符データに確認済みを示すフラグをセットし、切符データの内
容が遂行済みであることを識別することとする。即ち、このフラグがセットされている状
態は、紙片に印刷された切符にはさみが入れられた（改札あるいは検札された）状態を意
味する。次いで、車掌は次の利用客の検札を行う（ステップＳ５０５への移行）。
【００７９】
また、ステップＳ５０５において、確認信号を送信しない旨を選択した場合には、当該車
両の検札を終了するか否かの入力を促し（ステップＳ５０７）、当該車両の検札を終了し
ない場合には、ステップＳ５０５へ処理を移行する。
【００８０】
また、ステップＳ５０７において、当該車両の検札を終了した旨の入力がなされた場合、
確認用端末装置の制御部は、検札処理を終了するか否かの入力を促し（ステップＳ５０８
）、検札処理を終了しない場合には、車両および号車を特定するためのステップＳ５０１
へ処理を移行する。また、検札処理の終了が指示入力された場合、検札処理を終了する。
【００８１】
尚、本検札処理においては、利用客の端末装置２００への切符データの送信を、号車毎に
纏めて行うこととして説明したが、利用客１人１人を検札する際、座席等の特定信号をサ
ーバ１００に送信することにより、切符データを個別に視認・検札することとしてもよい
。
【００８２】
以上のように、本実施の形態における電子切符システム１は、端末装置２００から切符デ
ータ発行要求信号が送信されると、サーバ１００は、その端末装置２００と発行された切
符データとを対応づけて切符データレコードを生成し、切符データテーブル１４１に格納
する。
【００８３】
そのため、端末装置２００のユーザは、切符を提示する必要が生じた場合に、サーバ１０
０に切符データ確認要求信号を送信することによって、その端末装置２００に切符データ
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が送信され、切符データの内容が表示される。
【００８４】
したがって、端末装置２００のユーザは、紙片に印刷された切符や磁気カードに記録され
た切符等を所持する必要がなく、携帯電話２００ａ等の端末装置２００を所持するだけで
、切符を購入した（切符データが発行された）交通機関の利用が可能となる。
【００８５】
また、本実施の形態における電子切符システム１では、切符を購入する場合、サーバ１０
０に切符データ発行要求を送信するのみでよく、駅の窓口等に直接出向いて切符を受け取
ることなく、交通機関の利用が可能となる。したがって、交通機関の利用客（端末装置２
００のユーザ）は、交通機関を利用する場合の利便性が向上する。さらに、利用客は、切
符を紛失すること等により、購入した切符が無効となることがないため、切符の管理に煩
わされる必要がなくなる。
【００８６】
また、本実施の形態における電子切符システム１は、車掌が検札等を行う場合、検札等の
度に、サーバ１００から端末装置２００に切符データを送信させることができる。したが
って、利用客が切符を購入した事実（切符データの内容）を確実かつ厳密に確認すること
ができるため、不正等が行われることを防止できる。
【００８７】
なお、本実施の形態においては、サーバ１００に記憶された切符データの対応する端末装
置２００を変更することにより、切符データの流通が可能である。即ち、切符データが対
応づけられている端末装置２００（以下、端末装置Ａと言う。）のユーザが、その切符デ
ータが示す内容（以下、「電子切符」と言う。）を他人に販売等する場合、その他人の端
末装置２００（以下、端末装置Ｂと言う。）の端末識別番号と、対応を変更する切符デー
タのデータ識別番号と、切符データの対応の変更要求を示す信号をサーバ１００に送信す
ることにより、サーバ１００が、切符データレコードにおける電子切符の対応を端末装置
Ａから端末装置Ｂに変更する。これによって、電子切符は、以後、端末装置Ｂに対して発
行された状態となり、電子切符の流通が可能となる。
【００８８】
なお、この際、切符データの対応の変更を外部端末装置から送信することとしてもよい。
即ち、外部端末装置から、端末装置Ａの端末識別番号と、切符データのデータ識別番号と
、端末装置Ｂの端末識別番号をサーバ１００に送信することにより、サーバ１００が、切
符データレコードにおける電子切符の対応を端末装置Ａから端末装置Ｂに変更する。また
、サーバ１００は、端末装置Ａに確認要求信号を送信し、端末装置Ａから確認信号が送信
された場合、あるいは、予め端末装置Ａから確認信号を受信している場合にのみ、切符デ
ータレコードにおける対応付けを端末装置Ａから端末装置Ｂに変更する。これにより、電
子切符の流通には、端末装置Ａのユーザによる認証が必要となるため、電子切符流通時の
セキュリティが向上する。
【００８９】
また、電子切符の流通を行う場合、サーバ１００は、切符データの対応付けを変更する際
に、端末装置Ｂのユーザに、手数料の決済を要求する。これによって、電子切符の流通に
際し、電子切符システム１の無対価での稼働（いわゆる、「ただ働き」）が防止できる。
【００９０】
なお、本実施の形態においては、利用客が切符を購入した事実を切符データとして証明す
る場合について説明したが、有価証券、預金通帳、免許証、住民票、戸籍謄本およびクレ
ジットカードの内容など、端末装置２００のユーザと証明内容とが一意に対応づけられる
ものであれば、他の内容を証明することとしてもよい。より具体的には、例えば、切符を
免許証と置き換え、車掌を警察官と置き換えることにより、本発明を電子的な免許証デー
タへ適用することができる、といったことである。
【００９１】
また、本発明は、端末識別番号が理論的に一意的であることを利用しており、かつ、この
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一意性は、ネットワークに対する誤接続防止や課金システム等の制約上から携帯電話や端
末装置として必須の機能である。言い換えると、一意性を必要とするシステムの本質的な
機能を利用しているため、そのような性質を有するシステムであれば、何れのシステムに
対しても本発明を適用することが可能である。
【００９２】
【発明の効果】
本発明によれば、証明データ管理装置が一意的に識別されたユーザ端末装置に証明データ
を送信することにより、ユーザに係る一定事項の証明を可能とするため、ユーザがユーザ
端末装置を所持していれば、証明データ管理装置に管理されている種々の事項について、
容易かつ確実に認証することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を適用した電子切符システム１のシステム構成図である。
【図２】サーバ１００の内部構成を示す図である。
【図３】切符データテーブル１４１のデータ構成を示す図である。
【図４】携帯電話２００ａの外観構成を示す図である。
【図５】携帯電話２００ａの内部構成を示す図である。
【図６】サーバ１００の制御部１２０が実行する切符データ発行処理を示すフローチャー
トである。
【図７】制御部１２０が実行する切符データ確認処理を示すフローチャートである。
【図８】端末装置２００の制御部２２０が実行する切符データ発行要求処理を示すフロー
チャートである。
【図９】制御部２２０が実行する切符データ確認要求処理を示すフローチャートである。
【図１０】図９の切符データ確認要求処理の変形例となる、検札処理を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
１　　電子切符システム
１００　　サーバ
２００　　端末装置
２００ａ　　携帯電話
２００ｂ　　携帯情報端末
２０１　　筐体
２０２　　スピーカ
２０３　　マイク
２０４　　アンテナ
１１０，２１０　　入力部
１２０，２２０　　制御部
１３０，２３０　　ＲＡＭ
１３１，２３１　　ワークメモリ
１４０，２４０　　記憶部
１４１　　　　　　切符データテーブル
１５０，２５０　　通信部
１６０，２６０　　ＶＲＡＭ
１７０，２７０　　表示部
２８０　　　　　　音声制御部
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